
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（３月定例会） 
          

日時：令和５年３月 17 日（金）午後１時 30 分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 令和５年度各種募金及び神奈川区社協会費へのご協力について 

【協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 災害ボランティアサポーターについて 

【選任依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３） 三ツ沢公園の再整備について 

【情報提供】（環境創造局公園緑地整備課） 

 

（４） 令和４年市内火災・救急概況（速報）の周知と「住宅用火災警報器の 

一斉点検」のご案内について 

【協力依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（５） 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.6」の発行について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（６） 「令和５年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布に 

ついて                   【情報提供】（総務課） 



（７）「町の防災組織」活動費補助金関係書類の送付について 

【提出依頼】（総務課） 

 

（８）地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

【提出依頼】（地域振興課） 

 

（９）令和４年度 神奈川区住みよいまちづくり活動助成金の活動報告書の 

  提出について              【提出依頼】（地域振興課） 

 

（10）令和５年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について【情報提供】（地域振興課） 

 

（11）「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」へのご協力 

の御礼及び単純集計結果（速報）について 

【情報提供】（地域振興課・福祉保健課） 

 

（12）地区連合町内会及び自治会町内会の現況届について 

【提出依頼】（地域振興課） 

 

（13）地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取扱いについて 

【協力依頼】（地域振興課） 

 

（14）令和５年度の配送便（白袋）について  【協力依頼】（地域振興課） 

 

（15）神奈川区スポーツ推進委員だより第 32 号の発行について 
【情報提供】（地域振興課） 

 

（16）区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」４・５月号に 

ついて                        【掲示板掲出依頼】（地域振興課） 

 

（17）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲示板掲出依頼】（地域振興課） 

 

 

※（１）・（６）・（10）・（11）は市連会からの議題です。 

 

 

 



５ その他 

 

（１） 自治会町内会長感謝会の記念品について【記念品送付】（地域振興課） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
≪４月定例スケジュール≫ 
 

・４月区連定例会の開催について          （地域振興課） 
◇日 時：令和５年４月 18日（火）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

         
 

・４月の配送便について             （地域振興課） 
 ４月の配送便は 25日（火）までに送付予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



議  題 

 
 

１ 令和５年度各種募金及び神奈川区社協会費へのご協力に 

ついて                  
 

令和５年度の日本赤十字社会費（募金）、共同募金及び区社協会費へのご協力をお願い

いたします。 
例年、日本赤十字社会費（募金）、共同募金及び区社協会費へのご協力をお願いしてい 

るところですが、それぞれの目的に沿って有効に活用させていただいていることをご報 
告します。 
令和５年度についても、趣旨をご理解のうえ、引き続きご協力いただきたくお願い申 

しあげます。 
 
なお、目安額については、各種団体の委員会等において決定するため、それぞれの募 

金運動時期にあわせて改めて正式にご依頼申しあげます。 
 

 

 

【問合せ先】 

  神奈川区社会福祉協議会 担当：松本・本橋・後藤  電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 
 

２ 災害ボランティアサポーターについて 
 

 
神奈川区社会福祉協議会は、発災時に復興支援に特化した「神奈川区災害ボランティ

アセンター（以下災害 VC）」を区の要請により設置し、その任にあたります。 

早期復興のためにも、全国から集まる災害ボランティアを受け入れる環境を整え、円

滑に調整できるよう、災害ボランティアサポーター（以下サポーター）として、地域と

コミュニケーションが取れて、状況に詳しい方の協力が不可欠となります。 
今後、災害発生時と平時の訓練の際に、災害 VCに参加していただく「災害ボランティ

アサポーター」を、地区連合ごとに１名ご選任いただきたくご依頼申しあげます。 
 

 
※連長への選任依頼です。 

 
【問合せ先】 

  神奈川区社会福祉協議会 担当：本橋  電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 

協力依頼 

 

 

 

選任依頼 

 

 

 



 

 

３ 三ツ沢公園の再整備について 

 

三ツ沢公園の再整備については、令和４年６月に「三ツ沢公園球技場を含む公園の再 

整備の基本的な考え方（案）」を公表した後、市民意見募集を実施しました。その結果等 

を踏まえ、同年 12月に「三ツ沢公園再整備基本構想（案）」を取りまとめ、公園内の施 

設の再整備に向けた様々な検討状況を第 4回市会定例会常任委員会でご報告しました。 

その後、既存の公園施設の代替機能確保に関する検討や、民間企業からいただいた新 

球技場の建設及び寄附に関するご提案内容についても精査を進めており、これらの検討

状況についてご報告します。（詳細は別添資料をご参照ください） 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 

環境創造局 公園緑地整備課 担当：雨宮・吉村  電話：671-4768  FAX：671-2724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

 

 



 

４ 令和４年市内火災・救急概況（速報）の周知と「住宅用火災 

警報器の一斉点検」のご案内について      

 

  令和４年市内火災・救急概要（速報）の記者発表に伴い、神奈川消防署で「火災予防

啓発チラシ」を作成しました。つきましては、地域の火災予防活動の資料として、自治

会・町内会で活用いただければと思います。 

  また、令和４年市内火災・救急概要（速報）の周知に伴い、住宅火災の被害を軽減す

るためにも、昨年７月の議題でもお願いしました「住宅用火災警報器の一斉点検」も改

めてご案内いたします。 

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせてくれる機器で、いざという時、正

常に作動するよう点検することが重要です。 

例年行っている消防訓練や防災訓練等と合わせて実施するなど、自治会・町内会での

訓練の参考にして頂ければと思います。 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。なお、各資料を班回覧等で、更に配布して頂ける自治会・町内会は神奈川消防署

までご連絡ください。 

 

 

 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 担当：福島・青柳・皆川・吉原  

電話：316-0119  FAX：316-0119 

 

 

５ 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.6」の発行について                   
 

 

将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において、市内で５か所目となる市 

営斎場＝東部方面斎場（仮称）の整備を進めています。 

このたび、「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.6」を発行し、事業の進捗状況などを 

お知らせします。 

 

 

 ※連長までの情報提供です。 

 

【問合せ先】 

健康福祉局 環境施設課 担当：山口・川畑  電話：671-4386  FAX：664-6753 

 

協力依頼 

 

 

 

情報提供 

 

 

 



 

 

６ 「令和５年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレット 

の配布について                

 

  ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社

と保険契約を締結して継続的に運営している「横浜市市民活動保険」について、３月の

配送便にて各自治会町内会長様あてに５年度版リーフレット等を１部お送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  総務課 庶務係 担当：高田  電話：411-7006 FAX：324-5904 

 

 

 

 

７ 「町の防災組織」活動費補助金関係書類の送付について  

 

 

町の防災組織が行う自主的活動の支援を目的とした「町の防災組織」活動費補助金 

(交付額：世帯数×160円)に関する書類につきまして、提出をお願いいたします。 

 

【補助金に関する書類】 

令和４年度実績報告書及び令和５年度交付申請書等をお送りしますので、令和５年８

月 31日（木）までに提出をお願いいたします。 

  

【送付方法】 

  単位自治会町内会に関係書類を３月の配送便にてお送りいたします。 

  

 

 

 

【問合せ先】 

総務課 防災担当：立川・西山  電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

情報提供 

 

 

 

提出依頼 

 

 

 



 

８ 地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

 

 

地域活動推進費補助金及び地域防犯灯維持管理費補助金に関する書類につきまして、 

ご提出をお願いいたします。 

   

【補助金に関する書類】 

  令和４年度の報告様式及び令和５年度の申請様式等をお送りしますので、申請される

場合は、ご提出をお願いいたします。 

   

 【書類送付方法】 

  ◇単位自治会町内会：３月の配送便にてお送りいたします。 

  ◇地区連合町内会：席上に配付しています。 

 

 

 【問合せ先】 

  地域振興課 担当：小川・中村  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

９ 令和４年度 神奈川区住みよいまちづくり活動助成金の活動   

報告書の提出について             

 

令和４年度神奈川区住みよいまちづくり活動助成金については、地区連合町内会あた 

り55,000円の定額に、世帯数に10円を乗じた金額を加算して補助させて頂きました。年 

度末を迎えるにあたり、令和４年度の活動報告書を提出してくださいますようお願いい 

たします。 活動報告書用紙等の資料は、席上に配付しています。 

なお、令和５年度の助成金の申請につきましては、６月の区連定例会で改めてご案内 

いたします。 

 
【活動報告書について】 

◇対象となる事業：地区連合町内会が主催、共催又は後援した、青少年の健全育成、 

ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進、防犯の３事業に係る活動です。 

◇提出期限：令和５年４月 14日（金） 

 

 

※連長への提出依頼です。 
 

 

【問合せ先】 

地域振興課 担当：佐藤・折笠・太田  電話：411-7095 FAX：323-2502 

提出依頼 

 

 

 

提出依頼 

 

 

 



 

10 令和５年度ＬＥＤ防犯灯整備事業について 

 

  令和５年度の電柱及び鋼管ポールへのＬＥＤ防犯灯の新設工事を行います。  
  つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 
 
【申請方法】 
設置を希望する自治会町内会は、申請書を地域振興課でお受け取りのうえ、令和５年 

５月 31日（水）までに地域振興課にご提出ください。 

 
 

 
 【問合せ先】 

地域振興課 防犯担当：佐藤・折笠・太田  電話：411-7095 FAX：323-2502 

 

 

 

11 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」 

へのご協力の御礼及び単純集計結果（速報）について 

 

  令和４年11月区連定例会において依頼をいたしました「自治会町内会に対する依頼の 

見直しに向けたアンケート」のご回答にご協力いただき、ありがとうございました。現

在、集計分析を進めているところですが、単純集計の速報版をまとめましたので情報提

供いたします。 

いただいたご意見をもとに、自治会町内会の皆様の負担軽減に向けた本市の施策の検

討等に活用してまいります。 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに速報版を１部お送りいた

します。 

 
 
 
 【問合せ先】 

  <行政からの情報周知・委嘱委員の推薦について> 

市民局 地域活動推進課 担当：川口・江口  電話：671-2317 FAX：664-0734 

  <民生委員・児童委員について> 

     健康福祉局 地域支援課 担当：中澤  電話：671-4046 FAX：664-3622 

 

 

情報提供 

 

 

 

情報提供 

 

 

 



 

12 地区連合町内会及び自治会町内会の現況届について 

 

 
  令和５年４月１日時点の各地区連合町内会における加入団体数等について、また各自

治会町内会における加入世帯数、配送便（書類）送付先、広報よこはま等送付先等につ

いて把握するため、現況届の提出をお願いいたします。 

  

  【送付方法】 

◇地区連合町内会：席上に配付しています。 

◇単位自治会町内会：３月の配送便にてお送りいたします。 

 【提出期限】 

  令和５年４月 14日（金） ※同封の返信用封筒をご利用ください。 

 【その他】 

  現況届ご提出後に変更が生じた場合は、「設立・異動届」をご提出くださいますようお

願いします。 

 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：小川・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出依頼 

 

 



 

13 地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取扱い  

について                  

 

地区連合町内会長及び自治会町内会長の氏名、住所、電話番号等の個人情報について

は、名簿を作成し適切に管理を行っておりますが、各機関等から照会があった場合には

次の取り扱いとしておりますので、引き続き御理解・御協力をお願いします。 

  つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

【情報の取扱い】 

 

 

 

 

 

◇主な情報提供先 

    ①全体名簿の提供 

区役所内部・神奈川区社会福祉協議会・神奈川警察署・神奈川消防署 

②当該自治会町内会の情報のみ提供 

加入希望者・公共工事業者・不動産業者等 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：小川・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

14 令和５年度の配送便（白袋）について  

 
  掲出依頼物などをお届けしている配送便について、令和５年度の取扱いは次のとおり

となります。つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お

送りいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  

 【概要】 

  ◇配送時期 

   各月 25日までの数日間で配送します。 

※配送日の指定はできません。 

  ◇不在時の取扱い 

   不在時は現況届にて指定された場所（玄関前など）に留め置きを行います。 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：小川・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

項目 法人化した自治会町内会

（認可地縁団体） 

左記以外の自治会町内会 

会長氏名 提 供 

会長住所 提 供 別紙情報提供先にのみ提供 

会長電話番号 別紙情報提供先にのみ提供 

協力依頼 

 

協力依頼 

 

 

 



 

15 神奈川区スポーツ推進委員だより第32号の発行について 

  

 
この度、令和４年度のスポーツ推進委員の活動を紹介する広報紙「神奈川区スポーツ

推進委員だより第32号」を発行しましたのでお知らせします。各単位自治会町内会へは、

委員から別途配布致します。 

 

なお、第 34期スポーツ推進委員の推薦にあたっては、各地区連合・自治会町内会にご

協力いただき、誠にありがとうございました。委員が未定の単位自治会町内会におかれ

ましては、年度の途中でもご推薦を受け付けておりますので、引き続きご協力ください

ますようお願い申し上げます。 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 青少年・スポーツ担当：壽美・門田  電話：411-7092 FAX：323-2502 

 

 

 

16 区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」４・５ 

月号について                

 

 神奈川区区民活動支援センターでは、生涯学習・市民活動で活躍している人やこれか

ら何かを始めようとする人を応援するための情報誌「ぐろーばる・あい」を隔月で発行

しており、この度、４・５月号を発行します。 
つきましては、３月の配送便にて「ぐろーばる・あい」４・５月号をお送りいたしま

すので、掲示板への掲出をお願いいたします。 
なお、「ぐろーばる・あい」は全４ページの体裁ではありますが、掲出いただく際は１

ページ目（表紙）のみの掲出で差し支えありません。 
 
  また、「ぐろーばる・あい」は本号をもって発行を終了し、代わって当センターの情報 
発信については、広報よこはまやホームぺージ等、他の手段を活用して、さらに強化し

ていくことを予定しております。 
 自治会・町内会の皆さまにおかれましては、当広報紙の周知にご協力いただき誠にあ 
りがとうございました。 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：壽美・佐井  電話：411-7092 FAX：323-2502 

掲 示 板 

掲出依頼 

 

 

 

情報提供 

 

 

 



 

 

17 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 
  

 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最近の消費者被害等の事例 
等をわかりやすくお伝えするちらし「よこはまくらしナビ」４月号について、３月の配

送便にてお送りいたしますので、掲示板への掲出をお願いいたします。 

 
 
 
 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：本田・霜山  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

 

   

そ の 他 

 

１ 自治会町内会長感謝会の記念品について 

 

自治会町内会長感謝会の開催については、１月区連定例会でお知らせいたしましたが、 

 去る３月８日に規模を縮小して無事開催することができました。 

  ささやかではありますが、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに記念品をお送

りいたしますのでお納めください。 

 

 

                  

 

                               

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：小川・沓澤  電話：411-7087 FAX：323-2502 

 

掲 示 板 

掲出依頼 

 

 

 

記 念 品 

送  付 



自治会町内会長 各位 

令和５年３月 

環境創造局公園緑地整備課担当課長 

三ツ沢公園の再整備について 

 横浜市環境創造局では、三ツ沢公園の再整備について検討を進めており、その検討状況と、

令和４年 10 月に民間企業からいただいた新球技場の建設・寄附提案についての検討状況に関し

て、令和５年２月に横浜市会・常任委員会で報告しましたので、お知らせさせていただきます。 

本件につきましては、市民の皆様の御理解を得ながら、引き続き検討の深度化を図っていき

たいと考えていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

【配布資料】 

・三ツ沢公園の再整備について

担当：環境創造局公園緑地整備課 

 担当係長 雨宮 / 吉村 

電話：671－4768 

FAX：671－2724 

E-mail：ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

２万⼈規模の新たな球技場を会社が建設し、横浜市に寄附する。 
⇒寄附提案の内容の詳細について確認・調整を進めています。

・新球技場の計画（位置/収容⼈数/施設内容/建築パース等）
・事業者が⾏う⼯事範囲
・新球技場の管理運営計画（市⺠利⽤計画を含む） など

施設名称を「ONODERA スタジアム」とすること。 
⇒横浜市公園条例等の法令を確認し、施設名称について精査を⾏っています。（寄附者等の⽒名

を公園名や公園施設名に取り⼊れた事例もあります。）

60 年間の管理運営を会社が⾏うこと。 
⇒管理許可制度により会社が有する専⾨的なノウハウや企画⼒、資⾦⼒などを活⽤することで、

当該公園施設の機能向上、管理コストの節減、市⺠サービスの向上等が期待できます。都市公
園法に基づく管理許可※を 10 年毎に更新することで、⻑期の管理運営を認めることは可能と
考えます。引き続き会社側の事業計画等も確認しながら、協議・精査していきます。
※本市における管理許可の事例 …横浜スタジアム（H29 年以降 40 年間）、⼭下公園レストハウス など

管理運営期間中の使⽤料・賃借料は無償とすること。 
⇒公園施設としての市⺠利⽤枠の確保や地域貢献の内容等を確認するため、会社側の事業計画

等も確認しながら、協議・精査していきます。

３ 今後の予定 

（１）『補助陸上競技場』については、陸上競技場本体との 
連携が図りやすい具体的な位置など、公園内での配置 
や規模等について検討を⾏っています。 

（２）『テニスコート』については、⽇常的に多く利⽤されて 
いる状況や⼤会の運営等にも配慮し、三ツ沢公園内で 
増設可能な⾯数や配置、仕様等について検討を⾏って 
います。また、新横浜公園の⼀部再整備によるテニス 
コートの増設について検討を⾏っています。（図２）

（３）『散策路/トリムコース』については、通⾏経路の設定等 
の検討を⾏っており、地域の⽅々の健康増進に資する 
空間となるよう整備していきます。 

（４）⼦どもの遊び場や地域の⽅々の憩いの場となる『広場』
の整備については、公園全体の配置計画の中で検討を⾏っています。 

（５）『桜⼭エリア』については、豊かな緑を継承しながら、お花⾒や憩いの場として利⽤できるような空間づくり
について検討を⾏っています。なお、影響を受ける既存の樹⽊は移植を基本とし、公園内の緑地計画の検討
を進めています。（図３） 

（６）『⻘少年野外活動センター』については、現在の利⽤状況を踏まえながら、必要な代替機能について施設の
所管局である、こども⻘少年局とともに検討を進めています。 

２ 新球技場の建設・寄附提案についての検討状況 

新球技場の具体的な施設計画、市⺠利⽤などを含む新球技場の事業計画、⼯事範囲に関する考え⽅
等について、提案者と協議を進めていきます。 

三ツ沢公園の再整備について 

 三ツ沢公園の再整備については、令和４年６⽉に「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備の基本的な考え⽅（案）」を公表した後、市⺠意⾒募集を実施しました。その結果等を踏まえ、
同年 12 ⽉に「三ツ沢公園再整備基本構想（案）」を取りまとめ、公園内の施設の再整備に向けた様々な検討状況を第 4 回市会定例会常任委員会でご報告しました。 

その後、既存の公園施設の代替機能確保に関する検討や、⺠間企業からいただいた新球技場の建設及び寄附に関するご提案内容についても精査を進めており、これらの検討状況について
ご報告します。 

〈寄附の内容〉 

１ 三ツ沢公園の再整備についての検討状況（代替機能の確保） 
図１ 三ツ沢公園再整備基本構想（案）ゾーニング図 

補助陸上競技場や広場、
遊具等の配置について 
検討中 

N

図２ 新横浜公園（⼀部再整備の検討） 

第 2
運動広場 

N 

第１ 
運動広場 

野球場 

球技場 草地広場 
投てき 
練習場 スケボー 

広場 

⽇産フィールド 
⼩机 テニスコートの

増設等を検討 ⽇産スタジアム 

〈寄附条件〉 

図３ 桜⼭エリアの再整備イメージ 

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会 
令 和 ５ 年 ２ ⽉ 1 0 ⽇ 
環 境 創 造 局 説 明 資 料 



こんにちは！神奈川消防署です
このチラシは、神奈川防火防災協会のご協力で印刷しています！

令和４年 火災・救急概況（速報）が発表されました！

火災件数(全火災)は638件
で、過去10年で２番目に

少ない件数です。このうち住宅火災は268件
でゆるやかな減少傾向となっています。

【住宅火災】
①こんろ ： 55件
②たばこ ： 42件
③電気機器 ： 33件

【全火災】
①たばこ ： 102件
②放火（疑い含む）：93件
③電気機器 ： 69件

出典：横浜市HP

出典：横浜市HP

救急出場件数は244,086件で、
前年と比べて39,659件増加し、

搬送人員も192,173人で、前年と比べて21,152人増
加し、いずれも過去最多を記録しました。搬送人
員の割合を年代別にみると65歳以上の高齢者が
56.4％を占め、傷病程度別にみると軽症が48.3％、
中等症以上が51.7％
を占めました。

電気による火災
が全火災で193件、

住宅火災で99件となり、それぞれの割合（全火災
30.3％、住宅火災36.9％）が過去最高となりました。
住宅火災における電気火災の発火源として、リチウム
イオン電池15件、電気ストーブ22件、テーブルタップ
10件が上位となっています。
また、燃やすごみの中に混入したリチウムイオン電

池が塵芥(じんかい)車の回転板等で圧縮され出火する
ケースが８件発生しています。
スマートフォンなどに使われているリチウムイオン

電池を充電する際は周囲に可燃物を置かず、膨らんで
いる、熱くなっている、変な臭いがするなど、いつも
と違って異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。

※電気火災とは電気に起因する
火災で、スマートフォンなどに使
われるリチウムイオン電池や家
電製品などの電気機器のほか、
電気こんろ、電気ストーブ、テー
ブルタップなどが発火源となっ
た火災です。

過去最高！

※中等症以上
とは入院を必
要とするもの

住宅火災における
死者（放火自殺を

除く）は９人で、すべて65歳以上
の高齢者の方でした。このうち
６人が逃げ遅れ、２人が着衣
着火、１人が避難後に再度出火
した建物に戻り亡くなっています。

電子レンジからの出火が増えています！

※数値は横浜市全体のもの

この内容の詳細は、右
の二次元コード等から
横浜市ホームページを
ご覧ください！

電子レンジで調理中の出火が増えています！電子レンジの周囲には可燃物を置かず、庫内の食品カスや油脂汚れ等の
定期的な清掃とともに、長時間加熱する際はそばを離れないようにしましょう！

・レンジ機能でアルミホイルを加熱しない！
金属をレンジ機能で加熱すると火花が発生し火災になる可能性があります。

・いも類や中華まん等の長時間加熱は危険！
根菜類や中華まんは長時間加熱しすぎると急速に燃える可能性があります。

・冷凍食品を加熱する際は、包装に記載された方法をよく読んでから！
包装紙にはレンジで加熱できないものもあります。 横浜消防マスコット

ハマくん

電子レンジ内から出火した場合はレン
ジの電源を切り、コンセントからプラ
グを抜いて炎や煙が落ち着くまで電子
レンジの扉は開けず、119番へ通報する
とともに消火器等の準備をしましょう。



たばこ火災に注意！

こんろ火災に注意！

寝たばこは絶対にしない・させない！

※安全装置の付いたSiセンサーコンロを使用すると安心です。

調理中はその場を離れない！ こんろ周りは整理整頓！ グリル内はこまめに清掃！

たこ足配線はしない！

劣化したテーブル

タップは交換しよう！

※区内ではたばこによる火災が多く発生しています。

ストーブをつけたまま寝ない！

ストーブ火災に注意！

上や周囲に燃えやすいものを

干さない・置かない！ 火をつけたままで給油しない！

※特に電気ストーブからの火災が増えています！

放火火災に注意！

ゴミは決められた

日時に出そう！

家の周囲に燃えやすい

ものは置かない！

住宅用火災警報器

を設置しよう！

テストボタンや引きひもで、正常に

作動するか定期的に点検しよう！

住宅用火災警報器を設置・点検しましょう！

引きひも テストボタン

電気火災に注意！※リチウムイオンバッテリーはPSＥマークがついたものを使用しましょう！

電気コードは

束ねたまま使用しない！

コンセントとプラグの間に

ほこりをためない！

吸い殻はためない！

吸い殻は水に浸すなど

完全に火を消してから捨てる！

このチラシは、地域の皆様のご協力により配布しています！



 

 

「住宅用火災警報器の一斉点検」のご案内 

 

１ 概要 

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせてくれる機器で、いざという時に正

常に作動するように点検することが重要です。 

そこで、自治会・町内会でも気軽に取り組める「住宅用火災警報器の一斉点検」をご案

内します。 

これまで実施している初期消火訓練（初期消火器具・消火器取扱い等）や救護訓練など

の防災訓練とあわせて行ってはいかがでしょうか。もちろん、点検のみの実施も可能で

す。 

ぜひ、企画する際の参考としていただくようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 訓練内容 

(1) 実施場所：各ご自宅 

(2) 実施内容：自宅に取り付けられている住宅用火災警報器をご自身で点検 

(3) 実施日時：各自治会・町内会で日時を決定して一斉に実施（３０分程度） 

 

３  実施の流れ（一例） 

(1) 点検日時を決定し、掲示板等により周知します。(別添１、２参照) 

(2) 点検日時が決定したら、神奈川区内の消防署・消防出張所に事前連絡します。 

(3) 当日、各家庭において住宅用火災警報器の点検を実施します。 

(4) 班長等により実施の有無と作動状況の結果を確認し集約します。 

(5) 防災担当、会長を中心に結果を集約し対応を検討します。 

  ※高齢者世帯等への設置支援や交換・設置が必要な住宅用火災警報器の共同購入等 

(6) 消防署・消防出張所へ実施結果の報告にご協力ください(別添３) 

 

※上記は一例であり、地域で工夫しながら実施してください。実施方法については、お

気軽に消防署・消防出張所にご相談ください。 

 住宅用火災警報器とは、壁や天井で火災による煙や熱を感知し、音声や警報音により火災発生を知

らせるもので、火災の早期発見に大変有効です。 

 住宅用火災警報器の寿命は約 10 年と言われており、2011 年６月の設置義務化から 11 年が経過した

ことから、今後、設置されている住宅用火災警報器の電池切れや故障等で、気づかぬ間に火災を感

知しなくなる恐れがあります。 

 住宅用火災警報器がいざというときに適切に作動するように、定期的に点検していただくことが重

要です。 

 



 

【住宅用火災警報器の一斉点検】イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 住宅用火災警報器一斉点検のメリット 

 (1) コロナ禍においても「集まらない防災訓練」が実施できる。 

 (2) 一斉にならすため、火事と勘違いされない。 

 (3) 一斉点検を通じて、高齢者等の防火・防災対策の促進につながる。 

 

５  消防署の支援 

(1) 一斉点検方法等のチラシ（別添４）の提供やデモ機※１の貸し出しを実施します。 

※１ 地域内で住宅用火災警報器の点検方法等を説明する際にご活用ください。 

(2) 点検結果に基づき希望する高齢者宅へ個別訪問※を実施します。 

    ※２ 消防職員により取り付け支援や住宅の防火防災のアドバイスを行います。 

その他、気軽に区内の消防署・消防出張所にご相談ください。 

  

６  神奈川区内の消防署・消防出張所連絡先 

 

 

神奈川消防署予防係 

担当：福島、青柳、皆川 

電話：045‐316－0119 

神奈川消防署  316-0119  神奈川区広台太田町３－８ 

浦島消防出張所 461-0119  神奈川区浦島町 363 

菅田消防出張所 474-0119  神奈川区菅田町 2364－１ 

片倉消防出張所 413-0119  神奈川区片倉１－３－１ 

松見消防出張所 402-0119  神奈川区松見町１－40－40 



住 宅 用 火 災 警 報 器 を

〇月〇日（日）○時から
み ん な で 点 検 し ま す！

点検日時：令和5年〇月〇日（〇)

○時～○時まで

★点検は高所での作業となり、転倒や転落の危険があります。安定した足場を確保し作

業にあたるとともに、状況によっては、長傘や棒でテストボタンを押すなど安全に注意し、

点検を行いましょう。

★高齢者世帯等で難しい場合は、消防

職員が希望日時に点検にうかがい

ますので御連絡ください。

連絡先：○○消防署予防係

○○－０１１９ （担当：○○）

〇〇自治会の皆様へ（掲示版用）

〇〇自治会

～点検方法～

住宅用火災警報器本体の

テストボタンや点検ひもを

引っ張り、ブザーや音声を

確認します。無音は電池

切れもしくは故障です！！

点
検

し
ま
し
ょ
う

別添１



住 宅 用 火 災 警 報 器 を

〇月〇日（日）○時から
み ん な で 点 検 し ま す！

住宅用火災警報器の義務設置から今年で１１年

になります。電池の寿命は約１０年です。

気付かないうちに電池が切れているかもしれません。

「音を鳴らすと近所に火事と勘違いされないか心配」との

声も多いことから、〇〇自治会全体で一斉点検を

下記日時で実施します。

※ご自分で点検していただきます。

○○消防署と〇〇自治会と事前に調整済みですので

安心して実施して ください。

もちろん個別に別日で点検いただいても大丈夫です。

点検日時：令和４年〇月〇日（ ）

○時～○時まで

〇〇自治会の皆様へ（回覧用）

点
検

き り と り

点検結果表（住宅用火災警報器）
お名前 （ 班）

※下記のいずれかにレ点でチェックをしてください。 無記名でも結構です。

□ 全て正常に音が鳴った

□ 電池切れ・故障がみつかった

□ 実施できなかった・しなかった

（よろしければ理由をご記入ください）

～実施方法～

①チラシの点検方法を参考に上記の日時に点検します。
★点検の際は、安定した足場を確保し作業にあたるとともに、状況によっては、長傘や棒でテストボタン

を押すなど安全に注意し、点検を行いましょう。高齢者世帯等で点検が難しい場合は、消防職員が希望

日時に点検にうかがいますので御連絡ください。

連絡先：○○消防署予防係 ○○○－０１１９ （担当：○○）

②下記の結果表を〇月○日までに○○ポストへ投函します。

別添２
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